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論　　説

学生の発明の特許を受ける権利の大学への移転

　抄　録　大学の発明では教員が発明者となることが多いが，最近では，学生も教員と共に共同発明
者となったり，学生が単独で発明者になったりすることも多くなっている。この場合，学生は大学教
員とは異なり大学と雇用関係はないので，学生の発明は大学の職務発明には該当しないと考えられる
が，学生の発明には大学の貢献も大きい。
　そこで，本稿は，このような学生の発明の特許を受ける権利の移転に関する大学の取り扱いについ
て検討するものである。
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1 ．	はじめに

大学は，教育と研究を本来的な使命としてい
る。この本来的な使命に加え，第三の使命とし
て，大学に対して社会貢献（地域社会・経済社

会・国際社会等，広い意味での社会全体の発展
への寄与）の重要性が強調されるようになって
きている１）。
この社会貢献の一つの方法として，大学で生
まれた知的財産の一つである発明（知的財産基
本法２条１項，特許法２条１項）を広く社会に
普及することが考えられる。そして，文部科学
省は，「大学の知的財産の帰属については，従
来の個人帰属原則のもとでは活用が不十分であ
ったこと，近年の体制整備の進展，さらに国立
大学法人化といった事情の変化を考慮し，今後
は機関帰属を原則とし，各大学毎（原文ママ）
のポリシーのもとで組織として一元的に管理・
活用を図ることが望ましい。」２）との考え方を
示している。これを受けて，各大学では大学教
員の発明について規則を定め，大学教員の発明
を教員の個人帰属から原則として大学の職務発
明（特許法35条１項）として取り扱うようにな
ってきている。なお，大学教員の職務発明性に
関しては，後述するように，職務発明に該当し
ないという説と職務発明に該当するという説が
対立しているが，裁判例では職務発明性を肯定
＊  東京大学　産学協創推進本部　知的財産部　 
知的財産統括主幹　弁理士　Minoru TOKIDA
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しているようである。
この大学の発明では教員が発明者となること

が多いが，最近では，学生も教員と共に共同発
明者となったり，学生が単独で発明者になった
りすることも多くなっている。この場合，一般
に，学生は大学教員とは異なり，大学（厳密に
は「国立大学法人，公立大学法人及び学校法人
（私立大学）」であるが，単に「大学」というこ
とがある。）と雇用関係はなく，大学の従業者
等（特許法35条１項）ではないので，学生の発
明は職務発明には該当しないと考えられ，原則
として大学の職務発明に関する規則（職務発明
規程）は適用されないと解される。
しかしながら，学生の発明が大学の職務発明
ではないとしても，学生の発明は，大学教員が
研究テーマを与え，大学の運営費交付金等を使
用したり，大学の施設設備，薬品等を使用した
結果生じたものであり，大学の貢献も大きいの
で，大学の職務発明規程を適用できる場合はな
いのか。また，国や企業との委託研究や共同研
究の成果として生じるような発明について，学
生と大学との間で，学生の発明の特許を受ける
権利を大学に移転する旨の予約契約（以下，「移
転予約契約」という。）が必要となる場合もあ
るが，このような契約も有効なのか。さらに，
学生と大学の契約により大学の職務発明規程を
適用する合意をすることに問題はないのか等，
移転予約契約について，大学でどのように取り
扱うのが良いかが重要となっているが，これら
の取り扱いについては十分に検討されていると
は言いがたい状況である３）。
そこで，本稿は，学生の発明の特許を受ける
権利の移転に関する大学の取り扱いについて検
討するものである。なお，「特許を受ける権利」
は，発明をすることにより生ずるものであり，
一般に，国家に対して特許を請求する権利（公
権的な請求権）であり，かつ，財産権の一種で
あると考えられている４）。

2 ．	大学教員の発明の職務発明性

まず，学生の発明について検討する前に，大
学と雇用関係がある大学教員の発明の職務発明
性について検討する。

2．1　職務発明の要件（特許法35条１項）

特許法では，「使用者，法人，国又は地方公
共団体（以下『使用者等』という。）は，従業者，
法人の役員，国家公務員又は地方公務員（以下
『従業者等』という。）がその性質上当該使用者
等の業務範囲に属し，かつ，その発明をするに
至つた行為がその使用者等における従業者等の
現在又は過去の職務に属する発明」を職務発明
と定義している（特許法35条１項）。
使用者等としては，個人企業の使用者，会社・

独立行政法人等の法人，国，地方公共団体がな
り得ることから，国立大学法人，公立大学法人
及び学校法人（私立大学）も使用者等となり得
る５）。ここで，国立大学法人及び公立大学法人
と，学校法人とは，公立と私立という違いはあ
るが，共に教育と研究を本来的な使命としてい
る点で共通している６）ので，国立大学法人及び
公立大学法人と，学校法人とで，教職員の発明
を職務発明として取り扱うことに違いはないと
考える。
また，従業者等としては，個人企業の従業員，

会社・独立行政法人等の法人の従業員及び役
員，公務員等が含まれ，常勤，非常勤，嘱託か
否かは問わず，使用者が労働に対する報酬を支
払うことにより雇用関係にある限り（民法623
条）従業者であるので，臨時雇いやパートタイ
マー等の非正規従業員も従業者等に含まれる７）。
したがって，大学教員も大学と雇用関係にある
ので従業者等に該当する。

2．2　従来の見解・裁判例

まず，大学教員の発明が職務発明になるかで
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あるが，大学教員は学問的研究を行い社会の発
展に寄与することが期待されているのであり，
発明を創作することが一般的に期待されている
とはいえないので，大学教員の発明は，通常は
職務発明に該当しないとする説がある８）。
これに対して，大学は社会全体における知的
財産の創造を負託された存在であること，及び
研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に
努めることを職務として担っている存在である
と解されるので，大学教員の発明は，原則とし
て職務発明に該当するとする見解がある９）。
また，大学の発明に関する裁判例としては，
知財高裁平成20年１月31日判決の順天堂大学事
件10）（原審は東京地裁平成18年12月19日判決11））
及び知財高裁平成20年５月29日判決の高知大学
事件12）（原審は東京地裁平成19年３月23日判決13））
がある。
順天堂大学事件は，順天堂大学の当時の助教
授（原告）が当時の教授（被告Y1）及び当時
の助手（被告Y2）に対して，自己免疫疾患を
発症するモデルマウスに係る原告の研究成果な
いし発明を原告に無断で原告の氏名を発表者に
掲げることなく，学会で研究発表したことによ
り，同研究成果の侵奪による精神的損害及び同
発明に係る特許を受ける権利の侵害による財産
的損害を被ったとして，被告らに対し，不法行
為に基づく損害賠償の支払いとともに，謝罪広
告の掲載を求めた事件である。
また，高知大学事件は，高知大学と株式会社
環境保全サービスとの共同研究契約に基づく研
究の過程で生じた発明について，高知大学と株
式会社環境保全サービスに無断で当時の助教授
（被告）が発明者として，その特許を受ける権
利を第三者（TN四国）に譲渡して特許出願さ
せたこと，文部科学省に助成金の交付申請をし
たこと及び学術団体から学術賞を受賞するよう
仕向けたことにより，当時の教授（原告）の発
明者名誉権，名誉権及び名誉感情を侵害したと

して損害賠償の請求をした事件である。
これら２つの事件とも，教授，助教授等の大

学教員の発明は職務発明に該当することを前提
として，研究成果の帰属及び発明者の認定等が
問題となったものであり，現時点では，大学教
員の発明が職務発明に該当するか否かについて
争われた事件はないようである。

2．3　大学教員の発明の職務発明性の検討

まず，「使用者等の業務範囲」であるが，大
学においても国及び地方公共団体の業務範囲と
同様にその業務範囲が問題となる14）が，大学は
教育と研究を本来的な使命としている15）ので，
大学の業務範囲は，大学における教育と研究に
関する範囲と考える。
次に，「従業者等の現在又は過去の職務」であ

るが，大学教員は自己の研究の成果の普及を職
務として担っている存在であると考えられる16）。
そして，一般に，大学教員は大学の施設設備を
利用したり，大学から資金の提供を受けて研究
をし，その結果を社会に還元する義務を負って
いるものと考えられるので，大学教員が行う研
究は大学教員の職務であると考えられる。
したがって，大学教員の発明は，原則として

職務発明であるとする説が妥当と考える。
そして，国立大学法人，公立大学法人，学校
法人を問わず，東京大学等の各大学では，大学
教員の発明は原則として職務発明に該当すると
して，職務発明に関する規程を設けて運用して
いるところが多いようである17）。

3 ．	学生の発明の職務発明性

大学教員の発明が職務発明に該当するとして
も，学生が単独で発明をした場合又は学生が大
学教員とともに発明をした場合に，その学生の
発明も職務発明となり得るかが問題となる。な
お，「学生」とは，通常の学部の学生，大学院
の修士課程及び博士課程の学生を意味し，自己
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が所属する会社の職務発明になる可能性がある
ようないわゆる社会人学生やポスドクは対象と
していない。したがって，大学が学生をアルバ
イト，リサーチアシスタント（RA）等で雇用
しない限りは，通常，学生は大学と雇用関係は
ないので，大学の「従業者等」（特許法35条１項）
には含まれないと解する。

3．1　従来の見解

（1）研究テーマと関係のない発明の場合
大学教員の発明が原則として職務発明に該当
するとしても，大学教員が自分の研究テーマと
まったく関係のない発明をした場合は「その発
明をするに至つた行為がその使用者等における
従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」
（特許法35条１項）とは言えず，当該発明はい
わゆる自由発明になる。同様に，学生が大学教
員から与えられた研究テーマと関係のない発明
をなした場合も，その発明は職務発明にあたら
ない。

（2）研究テーマに関係する発明の場合
学生が大学教員から与えられた研究テーマに
関係する発明をなした場合について論じた論文
として，初期には関水氏の論文がある。関水氏
は，「教授等の発明がその職務に含まれないと
いう立場の下では職務発明ではないことにな
る。そして，学生の場合には大学に学費を支払
う立場にあり，雇用関係もない場合には発明が
職務でないことは明らかと言え，学生の発明は
職務発明ではないことになる。」18）と主張して
いる。さらに，関水氏は，①教員の指導が研究
一般に関する指導にすぎない場合，②教員と学
生の議論の中で生じた場合，③グループ研究に
より生じた場合，の３つに分けて検討しており，
①の場合は，教員が研究テーマを与えたとして
も，一般的な実験方法など研究一般に関する指
導をしたにすぎない場合は，その発明は学生の

ものであると考えられるとしている。また，②
の場合は，その議論の内容におけるそれぞれの
貢献度を考慮し，発明者はだれかを検討して，
教員と学生の共同発明となることが多いとして
いる。さらに，③の場合は，基本的には研究グ
ループによる発明となるとしている19）。
続いて，影山弁護士は，学生の発明について，

「学生は，大学（使用者）における従業者では
なく，従って学生の発明が，大学における学生
の『職務に属する』とはいえず，解釈上，学生
の発明は職務発明とはならない（特許法第35条
１項）。学生の発明に特許法第35条は直接適用
されない。」とし，「職務発明は，使用者が給与，
利用設備費用等の対価を支払った研究の中から
生じた発明なので，衡平の観点から従業者に特
許法35条２項の『制約』（予約承継）を課しう
るとしたものである（特許法35条は使用者と従
業者の調整規定）。しかし，学生においては，（イ）
対価はむしろ学費として学生が支払っており，
（ロ）その反対給付として受けた教育に関連し
て自ら研究を行い，発明が生ずる。従って，学
生の発明について，職務発明規定を用いるなど
として，特許法第35条２項と同様な『制約』を
課し得るかが問題となる。」20）と主張している。
そして，「学生の発明につき，大学職員と共同
で行った発明，大学の施設設備を用いて行った
発明または大学から資金提供を受けて行った発
明等の大学の関与（寄与）が深い発明について，
職務発明規定に従う旨の学生の同意を要件とし
て同規定を『用いる』ことが妥当である。」21）と
主張している。
さらに，影山弁護士は，「授業料は基本的に

大教室で授業を受ける対価程度であり，大学院
では授業料が減じることがあることからもその
ように考えられる。そして，学生の発明につき，
大学教員から指導を受けて共同研究を行った
り，大学の施設設備を利用したり，大学から資
金の提供を受けて生じたものについては，指
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導・設備利用・資金提供等の対価が授業料で足
りるものではない。従って，学生が授業料を支
払っていることを主たる根拠として，職務発明
規程を用いないとする議論は採り得ない。」22）と
主張している。
また，玉井教授は，「（ⅰ）在学関係のみを有す
る純粋な学生については，現行法の枠組みで職
務発明制度を適用することは不可能である。」23）

と主張している。

3．2　学生の発明の職務発明性の検討

学生が大学教員から与えられた研究テーマに
関する発明をした場合の関水氏の①から③の主
張であるが，学生と大学との間に雇用関係がな
い以上，職務発明ではないと考えている点は妥
当である。なお，関水氏は，研究グループの研
究により発明が生じた場合は，その研究グルー
プ発明になるとしているが，発明は自然人のみ
がなしうる24）ので，自然人でないグループ発明
というものは考えられず，実態はそのグループ
を構成するメンバー全員の共同発明であり，メ
ンバー全員が発明者であると解する。
さらに，影山弁護士及び玉井教授は，学生は

大学との間に雇用関係がない以上，学生の発明
は職務発明とはならないとしている点は妥当で
あると解する。
したがって，学生の発明は大学の職務発明で
はなく，特許法第35条第２項は適用されず，民
法の契約自由の原則により予約承継も適法であ
るので，学生の自由意思で移転予約契約をする
ことは有効である。

4 ．	大学の職務発明規程の適用性

次に，学生の発明について大学の職務発明規
程を適用することができるかを検討する。

4．1　従来の見解

学生の発明に対する大学の職務発明規程の適

用性に関する従来の見解として，関水氏は，「も
っとも学生の場合には，この発明規則に拘束さ
れるのかという問題が生じる。この規則は，文
部省（当時）の昭和52年の方針に基づいて各大
学が策定したものである。この特別な研究費に
関しては，学生も教授等の教官も権利関係は同
じと考えたのであれば，学生の発明であっても
『国に帰属すべき職務発明』となる。もっとも，
文部省（当時）の方針が決定（原文ママ）の際
の基準案の対象には，学生も含まれているとの
考え方もあろうが，大学の職員を対象とした大
学の規則によって学生を拘束するのは無理なよ
うに思われる。」25）と主張して，学生の発明に
対して学生との契約なしに大学の職務発明規程
を適用することはできないと解している。
また，影山弁護士は，大学の職務発明規程を
学生に用いることの「不利な点」，「有利な点」
について検討し，学生に大学の職務発明規程を
用いることの同意を条件に職務発明規程を適用
することができると解している。そして，この
同意を得る時期について「（ⅰ）入学時，（ⅱ）
研究室配属時，（ⅲ）学外との共同研究契約が
なされる場合はその締結時，（ⅳ）発明を生じ
てその譲渡時等が考えられるが，（ⅰ）は事実
上困難であり，現実には（ⅳ）が多いとも考え
られる。」と主張し，「（ⅱ）少なくとも（ⅲ）
であれば大学と共同研究する企業にとってはよ
り安全であろう。」26）として，無条件では大学
の職務発明規程を適用することはできないが，
学生の同意があれば，（ⅰ）～（ⅳ）の時期を
問わず，大学の職務発明規程を準用することが
できると解している。
さらに，玉井教授は，「在学関係のみを有す
る純粋な学生については，現行法の枠組みで職
務発明制度を適用することは不可能である。し
たがって，特許法35条２項により事前の包括的
な定めで大学に権利を帰属させることはでき
ず，個別的な契約によって権利を移転するほか
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はない。だが，大学における学生の立場を考え
ると，その対価に関しては，同条３項・４項が
類推適用されると考えるべきであろう。そして，
そう考えられる以上は，事後的な契約の存否・
内容について，前記（c）のような考え方〔筆
者注：「（a）権利そのものは使用者（企業）に帰
属する。（b）『相当の対価』の額は，裁判所が
独自に判断して決める。（c）上記の（b）があ
る以上，（a）については一般の法理を離れて使
用者に権利の帰属を認めても差し支えない。」27）

という考え方。〕に基づく認定が許されると考
えられる。」28）として，無条件では大学の職務
発明規程を適用することはできないが，学生と
の個別的な契約で大学の職務発明規程を適用す
るのは構わないと解している。
また，東北大学の産学連携推進本部は，「大
学が雇用しない発明者への報償は，その発明は
特許法35条に基づく職務発明ではないため，『職
務発明の規程』には基づかず，『発明等に関す
る規程』に基づいて，行われる。」29）としている。
そして，教職員の職務発明規程とは別に学生の
発明の取り扱い規程を定めた場合はその規程に
従うとしており，「特許を受ける権利を一方的
に大学に移転することを強制する大学の規則
が，そのことに反対する学生をも拘束すること
を支持する根拠は，現時点では見出しがたいよ
うに思われる。」30）として，無条件で大学の職
務発明規程を適用することはできないが，学生
の発明の取り扱いに関する規則を制定すれば，
その規則に従って学生の発明を処理することが
できると解している。

4．2　大学の職務発明規程の適用性の検討

吉藤氏は，特許法35条の職務発明制度につい
て，「使用者の立場からは，民法における雇傭
の原則により，従業者の発明はすべて労働の成
果として使用者に属すべきであると主張するこ
とができるであろうし，従業者の立場からは，

発明は発明者の特別の能力と努力によってはじ
めて生まれたものであるから，発明に関する権
利は一切発明者に属すべきであると主張するこ
とができるであろう。」31）と主張しており，発
明は従業者等の努力と才能により生じるもので
あるが，使用者等が従業者等に給与を支払った
り，研究設備の利用の便宜を図ったりと，使用
者等の貢献も大きいので，使用者等と従業者等
の衡平の観点から，一般に立場の弱い従業者等
を使用者等から保護するための制度ととらえる
ことができると解している。
そして，影山弁護士が指摘しているように，

学生の発明であっても，その発明は，「大学教
員から指導を受けて共同研究を行ったり，大学
の施設設備を利用したり，大学から資金の提供
を受けた研究をした結果発明が生じたもの」32）

と考えられる。
したがって，学生が授業料を支払っていたと

しても，大学教員からの指導を受け，大学の施
設設備，薬品等を利用しているので，これらの
指導や利用に対する対価をその授業料で賄うこ
とはむずかしく，大学から利益を得ているとも
考えられることから，学生に対して大学の職務
発明規程を適用しても良いと考えることもでき
るかも知れない。
しかしながら，特許法35条の職務発明制度は，
会社等の役員，公務員等や使用者等と雇用関係
のある従業者等がなした発明を対象としている
ので，大学から労働の対価を得ているわけでは
なく，大学と雇用関係のない学生を大学の教員
と同じ従業者等又はそれに準じる者として扱う
ことはできない。さらに，全学生の同意を得て
大学の職務発明規程を適用するようなことはし
ておらず，大学が一方的に大学の職務発明規程
を適用しようとする場合は後述するアカデミッ
クハラスメントに該当する可能性があり，やは
り学生の同意なしに大学の職務発明規程を適用
又は準用することはできないと考える。
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この点，影山弁護士及び玉井教授が主張する
ように，学生の自由な意思で大学の職務発明規
程を適用することに同意をするのであれば，当
該学生について，大学の職務発明規程を適用す
ることは問題ないと考える。
次に，学生に対して大学の職務発明規程を適
用することに対する同意を求めることがアカデ
ミックハラスメントに該当しないか検討する。
アカデミックハラスメントとは，例えば，東
京大学等の各大学が種々定義しており33），これ
らに共通しているのは，大学の構成員が，教育・
研究上の権力を濫用し，他の構成員に対して不
適切で不当な言動や行動を行うことにより，そ
の者に，修学・教育・研究ないし職務遂行上の
不利益を与えることと解される。
したがって，仮に，大学の教職員が学生の発

明の特許を受ける権利を強制的に大学に移転さ
せ，大学の職務発明規程を適用することが，教
職員の不適切な行動に該当し，学生に不利益を
与え，アカデミックハラスメントに該当するこ
とになるとしても，学生の自由意思で移転予約
契約を締結することに同意し，大学の職務発明
規程を適用することに同意するのであれば，ア
カデミックハラスメントに該当しないと考えら
れる。
以上のように，学生の発明は大学の職務発明
ではないので原則として大学の職務発明規程は
適用されないが，学生が，その自由な意思で移
転予約契約を締結することに同意あるいは自ら
希望して，大学の職務発明規程を適用すること
に同意をするのであれば，アカデミックハラス
メントには該当せず，その学生に大学の職務発
明規程を適用することに問題はないと考える。
なお，東北大学の産学連携推進本部は，別途，

学生の発明の取り扱い規程を定めた場合は，そ
の規程を適用できると解しているが，一方的に
学生に対して発明の取り扱いを強制することは
アカデミックハラスメントに該当する可能性が

あるので慎重に検討する必要があると考える。
また，アルバイトやRA等として，大学と雇
用関係がある学生の場合は，その学生は大学の
従業者等となるので，その発明は職務発明とな
り，大学の職務発明規程が適用されることにな
る。なぜなら，RA等の場合は，学生としてで
はなく，大学と雇用関係のあるRA等として大
学の業務である研究を行うものであり，単なる
学生の場合よりも自主性が要求され，単に教育
の一環として研究を行う学生とは異なると解す
ることができ，RA等の場合に職務発明規程が
適用されるとすることも合理性があると考えら
れるからである。
ただし，学生が大学に雇用される場合と雇用

されない場合とで，学生の自覚に違いが生じる
としても，雇用の有無によって研究自体にそれ
ほど大きな差が生じるとは考えにくく，単に，
大学との雇用関係の有無によって，大学の職務
発明となるか否かという大きな差が生じる点に
ついては，釈然としない点は残る。

5 ．	特許を受ける権利の移転契約

5．1　従来の見解

移転予約契約に関する従来の見解として，関
水氏は，「学生が発明を行った場合，研究費の
提供者との契約内容如何によることになろう
が，特段の取決め（含む雇用契約）などがない
のであれば，学生の自由発明と言えるのではな
かろうか。」34）と主張しており，学生の発明は
自由発明と考えていることから，学生の自由な
意思で，移転予約契約を締結することは有効と
解している。
また，影山弁護士は，移転予約契約について

明確には言及していないが，特に学生の同意に
より大学の職務発明規程を適用することは否定
していない。
さらに，玉井教授は，「特許法35条２項によ
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り事前の包括的な定めで大学に権利を帰属させ
ることはできず，個別的な契約によって権利を
移転するほかはない。」35）としており，学生の
自由意思による，移転予約契約を締結すること
は有効と解している。
また，東北大学の産学官連携推進本部は，「契

約や誓約の意義・内容をよく説明され，理解し
たうえで，任意に締結した契約書や誓約書は，
公序良俗に反する等の特段の事情のない限り，
有効なものと考えられる。」36）として，学生が
契約の内容を理解して自由な意思で，移転予約
契約を締結するのであれば，その契約は有効と
解している。

5．2　特許を受ける権利の移転契約の検討

前記したように，学生が発明をした場合，学
生の発明は職務発明ではないので，特許法35条
２項は適用されず，学生と大学とで特許を受け
る権利の移転についてどのような契約をするか
は基本的に自由である。
したがって，学生はその自由意思で，その特

許を受ける権利を事前に又は事後に大学に移転
する旨の移転契約を締結することは原則として
有効であり，その際，学生が大学の職務発明規
程を適用する旨の合意をする契約も学生の自由
意思で行っている限り有効である。

6 ．	学生の発明に関する大学の取り扱い

各大学では，学生の発明の取扱いについて大
学の規則等で次のように取り扱っている。
まず，東京大学では，「その他の研究者等」

を「教職員等以外の者であって，教育，研修及
び研究を目的として本学が受け入れているもの
をいう。」（東京大学発明等取扱規則３条10号）
と規定し，「その他の研究者等」に学生が含ま
れていると解している。そして，「大学法人は，
その他の研究者等に対し，規則又は受入契約等
により，当該研究者等に対し発明等の届出を求

めることができる。」（同７条１項）としており，
「大学法人は，発明者等であるその他の研究者
等の同意を得て，特許等を受ける権利を承継す
ることができる。」（同７条５項）としている。
東京大学では，その他の研究者等に発明等の届
出義務を課している規則はないようであり，受
入契約により，学生の特許を受ける権利を大学
が譲り受けることができ，この学生に対して大
学の職務関連発明に関連する規定を適用できる
ようになっている。また，受入契約がない場合
の学生の発明の特許を受ける権利の大学への移
転契約については，特に規定されていないが，
学生の自らの意思で，移転予約契約を締結する
ことも可能であり，その際，大学の職務発明規
程を適用することも可能と考えられる。
また，京都大学では，「研究者等」として，「本
学の学部又は大学院の学生（研究室に配属され
ている者に限る。）であって，かつ，本学との
間で発明等の取扱いについて，この規程の適用
を受けることを合意している者（当該学生が民
間企業等の役員，従業員等の地位を同時に有す
る場合は，当該学生がこの規程の適用を受ける
ことについて，当該民間企業等の同意があるも
のに限る。）」（京都大学発明規程２条６号エ）
と規定しており，学生の同意を条件に大学の職
務発明規程を適用することが可能と考えている。
さらに，東京工業大学では，「役職員等」とは，

「学長，常勤の理事・副学長，職員（無期雇用職
員及び有期雇用職員を含む。）及び大学と研究
に係る雇用関係にある学生等をいう。」（国立大
学法人東京工業大学発明規則２条４項）として
おり，大学と雇用関係のない純粋な学生につい
ては特に規定していない。しかしながら，純粋
な学生も，自らの意思で移転予約契約を締結す
ることも可能であり，その際，大学の職務発明
規程を適用することも可能と考えている。
また，首都大学東京では，「学生等」とは，「法
人との間で研究成果又は知的財産に関する契約
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を締結している学生，大学院生，専攻科生，研
究生及び研究員その他法人において教育・研究
に携わる者をいう。」（公立大学法人首都大学東
京知的財産取扱規則２条２号）と規定し，「学
生等が教員の指導の下で行った発明等は，契約
により発明等に係る特許等を受ける権利を法人
に帰属することができるものとする。」（同３条
２項）としており，学生の自らの意思で，移転
予約契約を締結することも可能であり，その際，
大学の職務発明に関する規定を適用することも
可能と考えている。
さらに，慶應義塾大学では，「教職員等」とは，

「義塾の教職員ならびに教職員以外の者で，あ
らかじめ発明等の取扱いに関し取り決めをなし
た学部生，大学院生，および研究者（義塾以外
の者も含む。）をいう。」（慶應義塾発明取扱規
程２条４号）とし，「教職員等がなした発明等
のうち，次の発明等にかかる特許等を受ける権
利は，義塾に帰属する。」（同３条１項）として
おり，学生の自らの意思で，移転予約契約を締
結することも可能であり，その際，大学の職務
発明規程を適用することも可能と考えている。
また，早稲田大学では，「教職員等とは，次
に掲げる者をいう。」として，「大学との間で研
究等の成果である発明等について契約を交わし
ている任期付教員，研究員，客員教員，研究助
手，客員研究員，特別研究所員，研究所員その
他の教職員（派遣契約その他の契約に基づき本
学の業務に従事する派遣従業員，臨時雇および
契約職員を含む。）および学生」（早稲田大学職
務発明規程２条５号イ）としており，学生の自
らの意思で，移転予約契約を締結することも可
能であり，その際，大学の職務発明規程を適用
することも可能と考えている。
このように，これらの大学では，学生との契
約又は同意を得ることを条件に，大学の規則等
により学生の発明の特許を受ける権利を大学に
移転することができるようにし，さらに大学の

職務発明規程も適用できるようにしている。
したがって，学生が自ら，その特許を受ける

権利を大学に移転（譲渡）することを希望し，
大学がそれを譲り受ける契約をすることは，学
生の自由な意思で契約している限りアカデミッ
クハラスメントにはならず，その契約の際に，
大学の職務発明規程を適用することも学生が同
意している限り問題ないと考える。
そして，学生が受ける利益（特許を受ける権

利の譲渡対価等）は，大学の職務発明規程によ
り大学教員と同様の扱いになると考えられ，例
えば，大学が第三者へのライセンス等により利
益を得た場合，その一部を還元するというよう
な扱いがなされている。

7 ．		特許を受ける権利を移転する旨の
予約契約の時期

このような学生の発明の取り扱いに関する契
約又は同意が有効だとしても，契約又は同意の
時期的な問題はないのかについて検討する。

7．1　従来の見解

大学等における産学官連携リスクマネジメン
ト検討委員会の「大学等における職務発明等の
取扱いについて」では，「所定の研究プロジェ
クトにおいて学生等がした発明を大学等機関側
に承継することに関する同意を，大学等が学生
等に対してあらかじめ求めることは，学生等が
研究テーマを自由に選択して，教育の一環とし
て研究が適切に行える環境であること，その研
究に係る特定の目的達成のために合理的な範囲
での適切な譲渡契約内容となっていること，学
生等に対して発明の取扱いについて十分に説明
がされていることが満たされていれば，必ずし
もアカデミックハラスメントに該当するわけで
はないと考えられる。」としており，その例と
して，「その研究プロジェクトに参加せずとも，
他の研究テーマを選択して研究を実施できる環
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境であること，発明に対する学生等の寄与分・
対価の額の決定方法・学生ベンチャーの起業時
の扱い等が適切であること，学生発明に対して
不当に広範に譲渡を求めるものではないこと等
が挙げられる。」37）としている。
このように，大学等における産学官連携リス

クマネジメント検討委員会は，学生が研究室に
配属され，指導教員から研究テーマが与えられ
る時期において，研究テーマを学生が選択する
ことができることを条件に，研究プロジェクト
等の研究テーマに関して，移転予約契約を締結
することは有効と解している。

7．2　	特許を受ける権利を移転する旨の予
約契約の時期の検討

移転予約契約の時期的な問題について，前記
したように，影山弁護士は，（ⅰ）入学時，（ⅱ）
研究室配属時，（ⅲ）学外との共同研究契約がな
される場合はその締結時，（ⅳ）発明を生じてそ
の譲渡時，の４つに分けて検討している38）。
ただし，（ⅲ）の「学外との共同研究契約が
なされる場合はその締結時」は，共同研究の有
無に限らず，学生が研究室に配属され具体的に
テーマが与えられる際の方がより適切と考えら
れ，学生が共同研究等の研究テーマを選択する
場合も含まれる「研究室に配属され研究テーマ
が与えられる際」と捉えた方が良いと考える。
そこで，以下に（1）入学時の移転予約契約，

（2）研究室に配属される際の移転予約契約， 
（3）研究テーマが与えられる際の移転予約契約， 
（4）研究テーマに基づいて具体的に発明をした
際の移転予約契約，の４つの場合について，学
生の発明の特許を受ける権利の移転契約の有効
性について検討する。

（1）入学時の移転予約契約
入学時に移転予約契約を締結させることは，
学生が大学に入学した直後で，学生が研究室に

所属するのも先のことであり，将来，どのよう
な研究室に所属して，どのようなテーマの研究
をするかもわからない状態のときに，学生に移
転予約契約を締結させることにもなる。したが
って，この時点における移転予約契約の必要性
は乏しい。
また，学生は，入学した時点で将来発明をし
た場合にその特許を受ける権利を大学に移転す
ることを了承して大学に入学してくるとは考え
にくい。そして，大学が入学時に将来学生が発
明をした場合にはその特許を受ける権利を大学
に移転させることを説明し，契約の必要性を説
明したとしても，それは大学が一方的に契約を
押し付けるものであると考えられる。したがっ
て，この時点における移転予約契約を締結させ
る許容性も乏しい。
この点，企業の新入社員についても，同様な

ことが言えるかも知れないが，企業の業務とし
て研究開発により発明をする従業員の場合と，
教育の一環として研究する学生では，その目的
が異なるので，これらを同等に取り扱うことは
できない39）。
なお，入学時の学生は未成年であることが多

く，このような契約を学生とする場合は親権者
の同意が必要となり（民法５条１項），手続的
にも煩雑となる。また，成人が18歳となった場
合でも，成人して間もない学生に特許を受ける
権利の移転契約を締結させることは，学生が契
約内容を十分に理解していないまま締結してし
まう可能性もあり得る。
よって，入学時では，移転予約契約の締結はア

カデミックハラスメントに該当する可能性があ
る。そして，そのようなアカデミックハラスメン
トに該当するような行為は，権利の濫用（民法
１条３項）又は公序良俗（同法90条）に反し当
該契約は無効40）になる可能性が高いと考える。
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（2）研究室に配属される際の移転予約契約
学生が研究室に配属される際，各研究室から
学生が与えられた研究テーマに基づいて発明を
した場合は，その発明は，大学の運営費交付金
等を使用したり，大学の施設設備，薬品等を使
用した結果生じたものであり，大学の貢献が大
きいので，移転予約契約を締結し，大学の職務
発明規程を適用したいというような説明を受け
ることがある。このような場合は，その学生の
発明は大学教員の職務発明の場合と同様に，大
学の貢献を考慮し，大学が特許を一元的に管
理・活用することを目的とするものであり，こ
のような一元的な管理・活用の必要性は認めら
れる41）。特に，大学教員との共同発明の場合は，
この一元的な管理・活用の必要性は高い。さら
に，この時点で移転予約契約を締結することが
できれば，学生に研究テーマを与える時期等に，
指導教員が個々の学生に対して契約を締結させ
る手間を省くことができ，研究科（学部）の事
務担当者が契約の手続きを行うことができるの
で，その研究科（学部）の事務担当者が契約書
を一括して管理することができるという利点も
ある。
したがって，学生が研究室に配属される際に，

移転予約契約を締結する必要性は認められる。
また，一般に，学生も研究室を選択する際に，

将来発明をした場合に，その発明の特許を受け
る権利を大学に移転する必要があることを理解
し，それを納得して研究室を選択すると考えら
れる。さらに，学生に対する指導教官の指導，
大学の施設設備の使用に対する対価は，学生が
支払う授業料では賄うことはむずかしい42）。そ
して，学生の発明がいわゆる自由発明だとして
も，その発明に対する大学の貢献も大きいので，
移転予約契約を締結する許容性も認められる。
したがって，学生の発明について研究室に配
属される際であれば，事前に大学へ特許を受け
る権利を移転する必要性の説明を受け，それを

納得して研究室を選択していると考えられるの
で，移転予約契約を締結して，大学の職務発明
規程を適用する契約もアカデミックハラスメン
トにはならず有効であると考える。
ただし，指導教員や事務担当者は，学生の発
明の特許を受ける権利の移転について，十分に
学生に説明して，特許を受ける権利の移転につ
いての利点及び欠点について学生に理解させる
ことが必要であると考える。利点としては，例
えば，学生は特許出願費用の負担をしなくて済
む。学生も教員と同様に大学の職務発明規程に
より，学生も教員と同様の利益（ライセンス収
入の分配等）の還元を受けることができるなど
であり，欠点としては，仮に，その発明が莫大
な利益を生んだ場合にも，その利益の一部は大
学に還元され，すべての利益が学生に還元され
ることがない等が考えられる。
この点，前記の大学等における産学官連携リ

スクマネジメント検討委員会の報告43）では，学
生の利益を考えて学生の研究テーマの自由選択
等の条件のもとに，移転予約契約を締結するこ
とができるようにしている。
しかしながら，この条件では，学生が選択す

る研究テーマによって，学生の発明の特許を受
ける権利の予約承継ができるか否かが決まって
しまうので，研究テーマの選択にかかわらず，
移転予約契約を締結して大学が特許を一元的に
管理・活用できるようにすることが困難とな
る。また，研究テーマが与えられる際でなけれ
ば，移転予約契約を締結することができないと
すると，実際には，指導教員が学生に契約を締
結させることを失念したまま共同研究等に参加
させるということも起こり得る。
そこで，前記したように，学生の同意を条件

に，研究テーマが与えられる際より前の研究室
に配属される際に移転予約契約を締結し，大学
の職務発明規程を適用する契約もアカデミック
ハラスメントにはならず有効であると考える。
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次に，このような移転予約契約を締結する場
合に問題となるのは，特許を受ける権利の移転
（譲渡）の対価であるが，個々の学生に対して
それぞれ特許を受ける権利の移転（譲渡）対価
を交渉により決定することは不可能であるの
で，一律にその大学の教職員と同様の保障を受
けるという職務発明規程を適用することで解決
すべきものと考える。
なお，学生は，意にそぐわない研究室を選択
せざるを得ない場合もあるが，それでも最終的
には自己の意思で所属する研究室を選択してい
るので，移転予約契約を締結することは有効と
解せる。
ただし，移転予約契約を締結することを拒む
が，その研究室に所属したいという希望を持っ
ていた場合が問題となるが，この場合は，一般
に，学生は研究室の選択の自由を有するものと
考えられ，このような場合にまで指導教員が研
究室の受け入れを拒否することは，アカデミッ
クハラスメントになる可能性が高いと考える。
このような場合は，移転予約契約を締結しな
いでその学生をその研究室に受け入れることが
必要であると考える。なお，この場合でも，再
度，学生に研究テーマを与える際に，移転予約
契約を締結することを求めることは可能である
が，この時点においても移転予約契約を締結す
ることを拒む場合は，事前に特許を受ける権利
を大学に移転させる旨が規定されている共同研
究契約等の研究テーマを学生に与えることは避
け，特許を受ける権利の移転に制約のない他の
研究テーマを与えることが必要と考える。

（3）	研究テーマが与えられる際の移転予約契約
研究室で国や企業等から委託を受けて研究を
している場合，あるいは国や企業と共に共同し
て研究をしている場合，委託研究契約や共同研
究契約で，学生がその研究テーマに関連する研
究に携わるときは，事前に，学生から発明をし

た場合に，その発明の特許を受ける権利を大学
に移転する旨の同意等を得ておくことが定めら
れている場合がある。このような場合，学生が
研究室に所属し，指導教員からその研究に関連
する研究テーマが学生に与えられるとき又は学
生が自らそのような研究テーマを選択するとき
には，指導教員が，研究テーマを自由に選択し
得ること，その研究が教育の一環として行われ
ること，その研究の目的達成のために特許を受
ける権利の譲渡が必要であることを学生等に対
して十分に説明していれば，事前に，学生から
発明をした場合の特許を受ける権利を大学に移
転する旨の同意を得ておくことは，アカデミッ
クハラスメントには該当しないと考える44）。
次に，委託研究や共同研究に関連しない研究
テーマの場合であるが，指導教員から研究テー
マが与えられるとき又は自ら研究テーマを選択
するときは，その研究テーマに基づく発明の発
生をある程度予想できるので，この時点で，前
記の「（2）研究室に配属される際の移転予約契
約」の場合と同様の説明を受けていた場合は，
大学が特許を一元的に管理・活用することを目
的とするものであり，このような一元的な管
理・活用の必要性は認められる。
また，研究テーマが与えられる際，学生は特
許を受ける権利を大学に移転する必要性を理解
し，納得してその研究テーマを選択すると考え
られるので，この時点において移転予約契約を
締結する許容性も認められる。
したがって，指導教員から研究テーマが与え
られる際であれば，学生は事前に説明を受け，
それを納得して研究テーマを選択していると考
えられるので，移転予約契約を締結し，大学の
職務発明規程を適用する契約もアカデミックハ
ラスメントにはならず有効であると考える。
ただし，学生が移転予約契約を締結すること
を拒む場合は，移転予約契約を締結することな
しに研究テーマを与えたり，選択させたりする
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ことが必要となる。また，委託研究や共同研究
に参加させることもこれらの契約に違反するこ
とにもなりかねないので，このような研究に参
加させないようにする必要がある。

（4）	研究テーマに基づいて具体的に発明をし
た際の移転予約契約

研究テーマに基づいて具体的に発明をした後
にその発明の特許を受ける権利を移転（譲渡）
させる旨の契約を締結することは，予約承継の
問題ではないが，学生の自由意思で，その特許
を受ける権利を大学に移転（譲渡）させ，大学
の職務発明に関する規定を適用する旨の契約
は，アカデミックハラスメントにならず有効で
あると考える。

8 ．	おわりに

まず，大学教員が自ら選択した研究テーマを
大学の運営費交付金等を使用して実行した結果
生まれた発明は，原則としてその大学教員の職
務に属する発明であると考えられ，大学教員の
発明は，原則として職務発明であるとする説が
妥当と解される。そして，多くの大学では，教
員の発明の職務発明規程を設けて運用している。
これに対して，学生の発明は大学教員の発明
と異なり，職務発明には該当せず，大学の職務
発明に関する規定は適用されないのが原則であ
る。そして，大学の職務発明に関する規定を大
学が一方的に学生に適用する場合は，アカデミ
ックハラスメントになると考える。
しかしながら，事前に学生が特許を受ける権
利を大学に移転することに同意する場合は，学
生の自由意思で移転予約契約を締結することに
なるので，その契約は有効であり，学生との合
意で教員の職務発明に関する規定を適用するこ
とも有効である。
そして，学生と大学との移転に関する契約の
時期が問題となるが，（1）入学時に移転予約契

約を締結させることは，学生が研究室に所属す
るのは先のことであり，将来発明をした場合に
その特許を受ける権利を大学に移転することを
了承して大学に入学してくるとは考えにくい。
したがって，入学時に将来学生が発明をした場
合にはその特許を受ける権利を大学に移転させ
る必要性を大学が説明したとしても，それは大
学が一方的に契約を押し付けるものであり，ア
カデミックハラスメントに該当する可能性が高
いと考える。
次に，（2）研究室に配属される際であるが，
学生が，自らが所属する研究室を選択する際に，
その研究室の研究テーマから生じた発明につい
ては，大学の貢献が大きいので，移転予約契約
を締結し，大学の職務発明規程を適用したいと
いうような説明を受けていた場合，学生は研究
室を選択する際に，特許を受ける権利を大学に
移転する必要があることを理解し，それを納得
して研究室を選択すると考えられる。
したがって，一般に，この時点において，移
転予約契約を締結し，大学の職務発明規程を適
用する契約は，アカデミックハラスメントには
ならず有効であると解する。なお，学生が移転
予約契約を締結することを拒むが，その研究室
に所属したいという希望を持っていた場合は，
移転予約契約を締結しないで研究室に受け入れ
る必要があると考える。
さらに，（3）学生が研究室に所属し，指導教
員から研究テーマが与えられる際に，特許を受
ける権利の移転契約の必要性の説明を受け，そ
れを納得して研究テーマを選択している場合
は，移転予約契約を締結し，大学の職務発明規
程を適用する契約も有効であると考える。
また，（4）研究テーマに基づいて具体的に発
明をした後にその発明の特許を受ける権利を移
転（譲渡）させる旨の契約を締結することは，
予約承継の問題ではないが，学生の自由意思で，
その特許を受ける権利を大学に移転（譲渡）さ
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せ，大学の職務発明に関する規定を適用する旨
の契約は，アカデミックハラスメントにならず
有効であると考える。
このように，学生と大学との間で学生が発明

をした場合に，その特許を受ける権利を大学に
移転する契約を大学と締結していることがある
ので，企業は，大学との委託研究や共同研究に
学生を参加させる際には，学生と大学との間で
このような移転契約があるか否かを確認してお
くことが重要であると考える。
なお，特許を受ける権利が原始的に企業と学

生の共有となる場合があり，この場合，企業は，
学生の特許を受ける権利（持分）を大学に移転
することに同意しないことも可能ではある（特
許法33条３項）が，大学との関係を考えると得
策とは思えないので，このような措置はとるべ
きではないと考える。
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